
【国際協力銀行業務勘定】

（単位：百万円）

科           目 金        額 科           目 金        額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

 685,678  5,255,489

0  5,255,489

 685,678  2,378,637

 602,725  372,934

 74,108  28,923

 74,108  47,745

 8,110,356  1,893

 8,110,356  135

 927,190  293,090

 250  1,146

 31,856  496

 894,785  6

 296  12,481

 37,425  24

 3,227  2,378,325

 33,881 負 債 の 部 合 計  10,398,395

 22 （ 純 資 産 の 部 ）

 13  1,291,000

 281  824,522

 1,642  772,006

 1,535  52,515

 107 繰 越 利 益 剰 余 金  52,515

 2,378,325  2,115,522

△ 124,271 △ 1,825

 181,089

 179,263

純 資 産 の 部 合 計  2,294,786

資 産 の 部 合 計  12,693,182  12,693,182

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

貸 出 金

証 書 貸 付

そ の 他 資 産

前 払 費 用

土 地

有 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

未 払 費 用

前 受 収 益

社 債

買 現 先 勘 定

預 け 金

有 価 証 券

そ の 他 負 債

そ の 他 の 証 券

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

その他有価証券評価差額金

そ の 他 利 益 剰 余 金

資 本 金

利 益 準 備 金

支 払 承 諾

建 設 仮 勘 定

リ ー ス 資 産

未 収 収 益

金 融 派 生 商 品

退 職 給 付 引 当 金そ の 他 の 資 産

リ ー ス 資 産

その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産

負債及び純資産の部合計

評価・換算差 額等 合計

利 益 剰 余 金

第４期末（平成24年３月31日現在）貸借対照表

現 金 預 け 金

借 入 金現 金

借 用 金

建 物

株 主 資 本 合 計

金 融 派 生 商 品

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

リ ー ス 債 務

そ の 他 の 負 債

役 員 賞 与 引 当 金

賞 与 引 当 金

デリバティブ取引受入担保金
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　　　平成23年４月１日から
　　　平成24年３月31日まで

（単位：百万円）

科    　        目 金      　    額

 201,695

 176,852

 122,206

 75

 491

 1,088

 52,985

 5

 14,221

 14,221

 10,621

 10,146

 244

 230

 144,588

 118,110

 56,117

 61,859

 133

 1,105

 1,105

 6,110

 1,242

 739

 405

 3,723

 15,662

 3,598

 198

 3,400

 57,107

 3

 3

 4,594

 2

 4,592

 52,515

損益計算書

特 別 損 失

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

社 債 利 息

そ の 他 の 業 務 費 用

固 定 資 産 処 分 益

そ の 他 経 常 費 用

営 業 経 費

固 定 資 産 処 分 損

特 別 利 益

社 債 発 行 費 償 却

金 融 派 生 商 品 費 用

そ の 他 の 経 常 費 用

借 用 金 利 息

当 期 純 利 益

株 式 等 売 却 損

そ の 他 の 特 別 損 失

そ の 他 業 務 費 用

外 国 為 替 売 買 損

経 常 利 益

そ の 他 の 支 払 利 息

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 の 経 常 収 益

そ の 他 の 役 務 費 用

そ の 他 経 常 収 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 益

償 却 債 権 取 立 益

金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息

役 務 取 引 等 収 益

買 現 先 利 息

預 け 金 利 息

そ の 他 の 役 務 収 益

そ の 他 の 受 入 利 息

第４期

有 価 証 券 利 息 配 当 金

資 金 運 用 収 益

経 常 収 益

貸 出 金 利 息



【国際協力銀行業務勘定】
平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで

（単位：百万円）

株主資本
資本金

当期首残高  1,091,000
当期変動額

新株の発行  200,000
当期変動額合計  200,000

当期末残高  1,291,000
利益剰余金

利益準備金
当期首残高  742,615
当期変動額

準備金繰入  29,391
当期変動額合計  29,391

当期末残高  772,006
その他利益剰余金

繰越利益剰余金
当期首残高  58,783
当期変動額

準備金繰入 △ 29,391
国庫納付 △ 29,391
当期純利益  52,515
当期変動額合計 △ 6,267

当期末残高  52,515
利益剰余金合計

当期首残高  801,398
当期変動額

国庫納付 △ 29,391
当期純利益  52,515
当期変動額合計  23,124

当期末残高  824,522
株主資本合計

当期首残高  1,892,398
当期変動額

新株の発行  200,000
国庫納付 △ 29,391
当期純利益  52,515
当期変動額合計  223,124

当期末残高  2,115,522
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

当期首残高 △ 1,665
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 160
当期変動額合計 △ 160

当期末残高 △ 1,825

　第４期

科　　　　　　目

株主資本等変動計算書

金　　　　額



繰延ヘッジ損益
当期首残高  157,781
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  23,308
当期変動額合計  23,308

当期末残高  181,089
評価・換算差額等合計

当期首残高  156,115
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  23,148
当期変動額合計  23,148

当期末残高  179,263
純資産合計

当期首残高  2,048,513
当期変動額

新株の発行  200,000
国庫納付 △ 29,391
当期純利益  52,515
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  23,148
当期変動額合計  246,272

当期末残高  2,294,786

科　　　　　　目 金　　　　額
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個別注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法、関連会

社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについて

は決算日の市場価格等に基づく時価法、時価を把握することが極めて困難と認められるもの

については移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差

額については、全部純資産直入法により処理しております。 

２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

３．固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）については定額法）

を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建 物   ２年～50 年 

 その他   ２年～20 年 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、公庫内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

（３）リース資産 

所有権移転外ファイナンス･リース取引に係る「有形固定資産」及び｢無形固定資産｣中

のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法によっております。なお、残存価額

については零としております。 

４．繰延資産の処理方法 

社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。 

５．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」とい

う。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）

に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担

保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しておりま
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す。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認めら

れる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認め

る額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率

等に基づき計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因

して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当

該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上

記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保

の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額とし

て債権額から直接減額しており、その金額は 8,232 百万円であります。 

（２）賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込

額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

（３）役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込

額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

（４）退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び

数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務   その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10 年）

による定額法により損益処理  

数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10 年）に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損

益処理 

（５）役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職

慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上して

おります。 

７．ヘッジ会計の方法 

（１）金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっ 

ております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動又はキャッシュ･フロー変動を

相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる貸出金、借用金、社債とヘッジ手段である金
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利スワップ取引等を特定し、ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ

対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計等を比較し、両者の変動額等を基礎として判断しております。 

（２）為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は「銀行業

における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士

協会業種別監査委員会報告第 25 号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有

効性評価の方法については、外貨建の貸付金、借入金及び社債の為替変動リスクを減殺す

る目的で行う通貨スワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段とし、ヘッジ対象であ

る外貨建の貸付金、借入金及び社債に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在す

ることを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

８．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によってお 

ります。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上してお

ります。 

 

 追加情報 

 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準） 

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号平成 21 年 12 月４日）及び「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 24 号平成

21 年 12 月４日）を適用しております。なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認

会計士協会会計制度委員会報告第 14 号）に基づき、当事業年度の「貸倒引当金戻入益」及

び「償却債権取立益」は「その他経常収益」に計上しております。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

１．関係会社への出資総額 50,248 百万円 

２．買現先取引による売戻条件付で購入した有価証券のうち、売却又は再担保という方法で自    

  由に処分できる権利を有する有価証券で、当事業年度末に当該処分せずに所有しているも

のは 602,725 百万円であります。 

３．貸出金のうち、破綻先債権額はありません。また延滞債権額は 101,565 百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の 

事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しな

かった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）の

うち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第１項第３号のイからホまでに掲

げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 
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また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建 

又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権は 176 百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上 

遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 83,014 百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利 

の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを

行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 

６. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は

184,755 百万円であります。 

なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

７. 当公庫には、貸付契約締結をもって貸付金の全額又は一部を借入者に貸付実行することは 

せず、対象事業等の進捗状況等に応じて、貸付けを実行する取扱いがあります。貸借対照表

に計上している証書貸付には、この貸付資金の未実行額は含まれておりません。 

なお、当事業年度末における未実行残高は 1,128,729 百万円であります。 

８．株式会社日本政策金融公庫法第52条の規定により、当公庫の総財産を当公庫の発行する全 

ての社債（うち、国際協力銀行業務勘定の発行する社債は2,378,637百万円）の一般担保に

供しております。 

９．有形固定資産の減価償却累計額 1,631 百万円 

10. 偶発債務  

社債の債務履行引受契約（デット・アサンプション）に係る偶発債務は次のとおりであり

ます。 

  第 6 回国際協力銀行債券  50,000 百万円 

  第 8 回国際協力銀行債券  60,000 百万円 

  第 15 回国際協力銀行債券  50,000 百万円 

  第 26 回国際協力銀行債券  50,000 百万円 

  第 28 回国際協力銀行債券  50,000 百万円 

  第 31 回国際協力銀行債券  20,000 百万円 

11． 株式会社日本政策金融公庫法第 47 条（駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法

（平成 19 年法律第 67 号）第 22 条第１項の規定により読み替えて適用する場合並びにエネ

ルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律（平成 22 年法律第 38 号）

第 17 条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の定めにより剰余金の配当に制限を

受けております。 

同法第 41 条各号に掲げる業務（エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進

に関する法律第 17 条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び駐留軍等の再編の

円滑な実施に関する特別措置法第 16 条に掲げる業務（以下、「同法第 41 条各号に掲げる業
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務等」という。）に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余

金の額が零を上回るときは、当該剰余金のうち政令で定める基準により計算した額を準備金

として政令で定める額となるまで積み立て、なお残余があるときは、その残余の額を当該事

業年度終了後三月以内に国庫に納付しなければならないものとされております。  

なお、同法第 41 条各号に掲げる業務等に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算

において計上した剰余金の額が零を下回るときは、資本準備金及び利益準備金を当該剰余金

の額が零となるまで取り崩して整理しなければならないものとされております。 

 

（損益計算書関係） 

１．関係会社との取引による費用 

  その他経常取引に係る費用総額 2,450 百万円 

２．その他の特別損失は、平成 23 年８月４日に、大手町１丁目第２地区第１種市街地再開発事

業Ａ棟（東京都千代田区）に関する独立行政法人都市再生機構との保留床譲渡協定書解消に

かかる合意文書締結に伴う違約金として国際協力銀行業務勘定において発生した 4,592 百万

円であります。 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度の末日における発行済株式の数 

（単位：株） 

株式の種類 
当事業年度期首 

株式数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度

減少株式数

当事業年度末 

株式数 

普通株式 1,091,000,000,000 200,000,000,000 － 1,291,000,000,000

（注）変動事由の概要 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  新株の発行による増加 200,000,000,000 株 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当公庫は、株式会社日本政策金融公庫法に基づき、一般の金融機関が行う金融を補完す

ることを旨としつつ、日本及び国際経済社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与す

ることを目的として、設立された政策金融機関であります。 

   政策金融業務にあたって必要となる予算は国会において議決され、事業計画、資金計画

（財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金、貸出金等）についても予算に添付し国会

に提出しております。 

当該業務は、国民一般向け業務、農林水産業者向け業務、中小企業者向け融資・証券化
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支援保証業務、中小企業者向け証券化支援買取業務、信用保険等業務、国際協力銀行業務、

駐留軍再編促進金融業務、危機対応円滑化業務及び特定事業等促進円滑化業務ごとに経理

を区分し、それぞれ勘定（以下、「業務勘定」という。）を設けて整理を行うこととされて

おります。 

また、当公庫が、財政融資資金借入金、社債、一般会計出資金等により調達した資金は、

区分経理に従って業務勘定ごとに整理され、業務勘定間の資金融通は基本的に想定されて

おりません。よって、保有する金融資産・金融負債に係るリスクについては、業務勘定ご

とに資産及び負債の総合的管理（ALM）を行っております。 

なお、余裕金の運用として保有する金融商品は、株式会社日本政策金融公庫法により規

定されており、国債等の安全性が高いものに限定されております。 

当業務勘定は、「我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進」、「我

が国の産業の国際競争力の維持及び向上」、「地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的

とする海外における事業の促進」及び「国際金融秩序の混乱への対処」のために必要な金

融を行うことを目的とし、「輸出金融」「輸入金融」「投資金融」「事業開発等金融」「出資」

（出資を除き、各々保証を含む）等を主要な業務として行っております。これらの業務を

行うため、財政融資資金等の借入のほか、社債の発行によって資金調達を行っております。

このように、金利変動及び為替変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利

変動及び為替変動による不利な影響が生じないように、当業務勘定では、資産及び負債の

総合的管理（ALM）を行っております。また、外貨建取引等から生じるリスク回避の目的か

ら、デリバティブ取引を行っております。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク 

   当公庫が保有する金融資産及び金融負債は、業務勘定ごとに区分し経理しており、当業

務勘定が保有する金融資産は、主に国内外の与信先に対する貸出金、有価証券等であり、

金融負債は、主に借用金、社債であり、以下のリスクがあります。 

イ 信用リスク 

信用リスクとは、与信先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランス資産を含

む。）の価値が減少ないし消滅し、当業務勘定が損失を被るリスクであります。 

当業務勘定の信用リスクとしては、ソヴリンリスク、カントリーリスク、コーポレー

トリスク及びプロジェクトリスクが挙げられます。当業務勘定が行っている対外経済取

引支援等のための金融はその性格上、外国政府・政府機関や外国企業向けのものが多く、

従って与信に伴う信用リスクとしてソヴリンリスクあるいはカントリーリスクの占め

る割合が大きいことが特徴となっております。 

    従って、与信先である各国・各地域の政治・経済等の動向や、それらに伴う個別与信

先の財務状況等が大幅に悪化した場合には、これらに起因して当業務勘定の業績及び財

務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

（注）ソヴリンリスクとは外国政府等向け与信に伴うリスク、カントリーリスクとは外国企業及び外国

に所在するプロジェクト向け与信に伴うリスク（コーポレートリスク及びプロジェクトリスクに付加さ
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れる企業所在国及びプロジェクト所在国に起因するリスク）、コーポレートリスクとは企業向け与信に

伴うリスク、プロジェクトリスクとは与信対象プロジェクトが生むキャッシュ・フローを主たる返済原

資とするプロジェクトファイナンス等の場合において対象プロジェクトが計画されたキャッシュ・フロ

ーを生まないリスクを指しております。  

ロ 市場リスク 

市場リスクとは、金利、為替等様々な市場のリスクファクターの変動により、資産・

負債（オフ・バランス資産を含む。）の価値が変動し損失を被るリスク及び資産・負債

（オフ・バランス資産を含む。）から生み出される収益が変動し損失を被るリスクであ

ります。 

当業務勘定が負う市場リスクは、主に為替リスクと金利リスクで構成されており、市

場の混乱等、市場が変動した場合には、当該リスクに起因した損失を被る可能性があり

ますが、原則として金利スワップ取引、通貨スワップ取引及び先物外国為替予約を行う

ことにより当該リスクを回避しております。   

当業務勘定では、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である貸出金、

借用金及び社債に係る金利の変動リスクに対してヘッジ会計を適用しております。これ

らのヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、 ヘッ

ジ対象となる貸出金、借用金及び社債とヘッジ手段である金利スワップ取引を特定し、

ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッ

シュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計等

を比較し、両者の変動額等を基礎として判断しております。 

また、通貨スワップ取引及び先物外国為替予約をヘッジ手段として、ヘッジ対象であ

る外貨建の貸出金、借用金及び社債に係る金利及び為替の変動リスクに対してヘッジ会

計を適用しております。これらのヘッジ有効性評価の方法については、外貨建の貸出金、

借用金及び社債の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び先物外

国為替予約をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建の貸出金、借用金及び社債に見

合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジ

有効性を評価しております。 

ハ 流動性リスク 

当業務勘定では、預金受入を行っておらず、財政融資資金、政府保証債及び財投機関

債などの長期・安定的な資金調達を実施していることから、流動性リスクは限定的と考

えられますが、市場の混乱又は不測の事態等において資金調達費用が増加する等の可能

性があります。 

（３）金融商品に係るリスク管理体制 

    当公庫では、コーポレート・ガバナンス委員会を設置し、政策金融機能を持続的かつ安

定的に発揮するために、金融商品に係るリスクも含め直面するリスクを総合的にとらえ、

適切な管理を行っております。 

    なお、各業務において、信用リスク、市場リスク、資金調達に係る流動性リスクについ
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て業務ごとの特性を考慮したリスク管理方針及び手続を策定し、これを円滑に実施する体

制を構築しております。      

当業務のリスク管理体制は次のとおりです。 

イ 信用リスクの管理 

     当業務は、与信決定にあたっての与信先信用力等の評価を通じた個別与信管理を信用 

リスク管理の基本としております。 

新規与信においては、与信担当部門（営業推進部門）及び審査管理部門による与信先

に関する情報の収集・分析に加えて、特に外国政府等あるいは外国企業に関する情報収

集には海外駐在員事務所も関与しております。これらの部門が収集・分析した情報を基

に、与信担当部門と審査管理部門が相互に牽制関係を維持しながら与信の適否に関する

検討を行い、最終的にはマネジメントによる与信決定の判断がなされる体制をとってお

ります。 

     なお、外国政府等向け融資又は外国企業向け融資に関しては、当業務は公的金融機関 

としての性格を活用して、相手国政府関係当局や IMF（国際通貨基金）・世界銀行等の国

際機関あるいは地域開発金融機関、並びに先進国の類似機関や民間金融機関との意見交

換を通じて、与信先となる外国政府・政府機関や相手国の政治経済に関する情報を幅広

く収集し、外国政府等向け与信に伴うソヴリンリスクあるいは外国企業向け与信に伴う

カントリーリスク（コーポレートリスク及びプロジェクトリスクに付加される企業所在

国に起因するリスク）を評価しております。 

与信管理においては、細分化されたリスクカテゴリーごとの行内信用格付制度及び

「金融検査マニュアル」に基づいた資産自己査定制度を設けており、与信担当部門及び

審査管理部門が当該制度に基づき適時の与信管理を行うと共に、定期的に「統合リスク

管理委員会」を開催し与信管理の状況を経営陣に対して報告を行う体制としております。

さらに、与信管理の状況については、独立した内部監査部門がチェックを行っておりま

す。 

また、当業務の有する外国政府等向けの公的債権については、民間金融機関には無い

公的債権者固有の国際的な枠組みによる債権保全メカニズムが存在します。これは、債

務国の経済状況等により返済が一時的に困難となった場合において、持続的な債務返済

を可能とするために、債権国会議（パリクラブ）の場における国際的合意により、債務

繰延等の国際収支支援が実施されるものであります。この国際収支支援の中で、債務国

は IMF との間で合意された経済改革プログラムを実施し、持続可能な債務返済能力を確

保していくことになります。当業務は、公的金融機関としての立場から、外国政府等向

けの公的債権については本パリクラブの枠組みに基づき債権保全を行っております。 

当業務では、以上の個別与信管理に加えて、ポートフォリオ全体のリスク量把握のた

め、信用リスクの計量化も行っております。信用リスクの計量化にあたっては、長期の

貸出や、ソヴリンリスクあるいはカントリーリスクを伴った融資の占める割合が大きい

という民間金融機関には例を見ない当業務のローン・ポートフォリオの特徴、さらには
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公的債権者固有のパリクラブ等国際的支援の枠組み等による債権保全メカニズムを織

り込むことが適切であり、これらの諸要素を考慮した当業務独自の信用リスク計量化モ

デルにより、信用リスク量を計測し、与信管理に活用しております。 

ロ 市場リスクの管理 

     当業務は、ALM によって為替リスク及び金利リスクを管理しております。市場リスク 

管理規則等において、リスク管理方法や手続き等の詳細を規定しており、ALM 委員会を 

設置のうえ、ALM の実施状況の把握・確認、今後の対応等の審議を行っております。ま

た、金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析、

VaR 等によりモニタリングを行い定期的に ALM 委員会に報告しております。 

なお、当業務における為替リスク及び金利リスクにおけるリスク管理の基本的な方針

は以下のとおりとなっております。 

（ⅰ）為替リスク 

当業務で行っている外貨貸付業務に伴う為替変動リスクに関して、当業務では原則

として外貨貸付・調達にあたり通貨スワップ及び先物外国為替予約を利用したフルヘ

ッジ方針をとっております。 

  （ⅱ）金利リスク 

     市場金利の変動により損失を被る金利リスクについて、円貨貸付業務、外貨貸付業 

務それぞれ以下のとおりとなっております。 

a  円貨貸付業務 

円貨貸付業務においては、その大宗について固定金利での資金管理を行っておりま  

す。現状、貸付・調達の期間が概ね一致しており、金利リスクは限定的となっており

ます。また、金利変動リスクの影響が大きいと考えられる部分では、スワップ等によ

り金利リスクヘッジを行っております。 

b  外貨貸付業務 

外貨貸付業務においては、原則として金利スワップを利用して、貸付・調達ともに

変動金利での資金管理を行うことにより金利リスクヘッジしております。 

(ⅲ) 市場リスクの状況 

当業務は金融商品のトレーディング勘定は有しておらず、バンキング勘定のみとな

っており、更に前述のとおり、ヘッジ対応を原則としておりますが、時価評価及び潜

在的リスクの把握等を目的として、市場リスク量（VaR 等）を計測しており、当事業

年度の当業務における市場リスク量（VaR）の状況は以下のとおりとなっております。 

a  VaR の状況（当事業年度末） 

① 金利 VaR ：941 億円 

② 為替 VaR ：540 億円 

b  VaR の計測手法 

① 金利 VaR ：ヒストリカル法 

② 為替 VaR  ：分散共分散法 



【国際協力銀行業務勘定】 

定量基準 ：①信頼区間 99％ ②保有期間 １年 ③観測期間 ５年 

c VaR によるリスク管理 

VaR とは、①過去の特定期間（「観測期間」）の金利・為替等の市場動向実績を捕捉

した上で、②統計学における確率分布の考え方を援用した一定確率（「信頼区間」）の

下で、③一定期間（「保有期間」）経過後に発生し得る時価損益変動金額の最大値を評

価した市場リスク管理指標です。 

その計測に当たっては、市場動向実績や確率分布のセオリー等を前提としています

が、将来に向けた市場推移がこれらの前提を逸脱する可能性を踏まえ、VaR による市

場リスク計測の有効性を確認するため、金利 VaR については VaR 計測結果とその後の

実績推移を突合するバックテストを行うとともに、市場変動実績の確率分布に捉われ

ないストレステストを実施し、多面的にリスク量を捕捉しております。 

なお、VaR 計測に伴う一般的な留意点は以下のとおりです。 

・ 信頼区間・保有期間・観測期間の設定方法等によって異なります。 

・ VaR 値は、計測時点での時価損益変動金額の最大値ではありますが、保有期間経

過中において市場動向等の前提条件が変化していくことから、必ずしも将来時点

で確率どおりに実現していくものではありません。 

・ VaR 値は特定の前提条件に基づく最大値であり、リスク管理指標として実践的に

活用していく上では、当該最大値を超過する可能性を念頭に置くことが肝要です。 

  ハ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当業務では、預金受入を行っておらず、資金調達は財政融資資金、政府保証債及び財

投機関債などの長期・安定的な資金調達を実施しております。 

また、資金繰り状況を把握し、日々の資金繰りに備えて複数の民間金融機関との間で

短期借入枠を設定するなど、適切なリスク管理に努めております。 

ニ デリバティブ取引 

デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジ有効性評価、事務管理に関する部

門をそれぞれ分離し内部牽制を確立するとともに、デリバティブ関連規定に基づき実施

しております。 

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用

しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

   平成 24 年３月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりで

あります。 

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません

（（注２）参照）。 
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（単位：百万円） 

 貸借対照表

計上額 
時 価 差 額 

685,678

602,725

3,795

8,110,356

△117,656

  685,678 

602,725 

 

3,795 

 

－

－

－

（１）現金預け金 

（２）買現先勘定 

（３）有価証券 

   その他有価証券 

（４）貸出金 

    貸倒引当金（＊１） 

7,992,700 8,069,429 76,728

資産計  9,284,900 9,361,629   76,728

（１）借用金 

（２）社債 

（３）デリバティブ取引受入担保金 

5,255,489

2,378,637

293,090

5,361,694 

2,472,265 

293,090 

106,205

93,628

－

負債計 7,927,216 8,127,049    199,833

デリバティブ取引（＊２） 

ヘッジ会計が適用されていないもの

ヘッジ会計が適用されているもの 

－

892,892

 

－ 

892,892 

－

－

デリバティブ取引計 892,892    892,892 －

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定を控除 

しております。 

（＊２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デ

リバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の

債務となる項目については、（ ）で表示しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

   資 産 

   （１）現金預け金 

      満期のないあるいは満期が３カ月以内の預け金については、時価は帳簿価額と近似 

していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

  （２）買現先勘定 

     買現先取引による売戻条件付で購入した有価証券は、約定期間が短期間（３カ月以 

    内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 

    ります。 
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  （３）有価証券 

     その他有価証券については、取引金融機関から提示された価格によっております。 

   （４）貸出金 

      貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、FRN（フ

ォワード・レート・ノート）法により算出された価額を時価としております。 

固定金利によるものは、元利金の合計額を、リスクフリー・レートにデフォルト率

及び保全率を加味したレートで割り引いて時価を算定しております。また、破綻先、

実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込

額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価

額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としており

ます。 

   

負 債 

  （１）借用金 

      借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当業務

勘定の信用状況は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似して

いると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、

当該借用金の元利金の合計額をリスクフリー・レート（国債の指標レート）で割り引

いて時価を算定しております。 

 （２）社債 

     社債の時価は、市場価格によっております。 

 （３）デリバティブ取引受入担保金 

    デリバティブ取引受入担保金については、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。 

 

デリバティブ取引 

 デリバティブ取引は、金利関連取引（金利スワップ）、通貨関連取引（通貨スワップ及び

先物外国為替予約）であり、割引現在価値により算出した価額によっております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商

品の時価情報の「資産（３）有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 

区  分 貸借対照表計上額 

①非上場株式（＊１） 14,958

②組合出資金（＊２） 55,354

合  計 70,312



【国際協力銀行業務勘定】 

（＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら 

れることから時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認 

められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

 

 

 

 

 

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（単位：百万円） 

 １年以内 １年超 

３年以内 

３年超 

５年以内 

５年超 

７年以内 

７年超 

10 年以内 

10 年超 

預け金（＊１） 685,678  －  －  －  －  －

買現先勘定 602,725  －  －  －  －  －

有価証券（＊２） 

その他有価証券 

 

－ 2,921 878 －

 

－ －

貸出金（＊２） 1,030,849 2,170,354 1,640,783 1,055,416 1,224,854 885,109

合計 2,319,254 2,173,275 1,641,662 1,055,416 1,224,854 885,109

（＊１）預け金のうち、要求払預金については、「１年以内」に含めて開示しております。 

（＊２）貸出金及び有価証券のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償

還予定額が見込めない 102,988 百万円は含めておりません。 

 

（注４）借用金及び社債等の決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 

 １年以内 １年超 

３年以内 

３年超 

５年以内 

５年超 

７年以内 

７年超 

10 年以内 

10 年超 

借用金 337,924 2,049,013 1,976,179 852,533 39,840 －

社債 554,782 624,367 878,753 222,737 80,000 20,000

合計 892,706 2,673,380 2,854,932 1,075,270 119,840 20,000

 

（有価証券関係） 

 貸借対照表の「その他の証券」のほか「預け金」中の譲渡性預け金が含まれております。 

１．子会社・子法人等株式・出資金及び関連法人等株式・出資金（平成 24 年３月 31 日現在） 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式・出資金及び

関連法人等株式・出資金 
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貸借対照表計上額 

（百万円） 

関連法人等株式・出資金 50,248

これについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるも

のであります。 

 

 

 

 

２．その他有価証券（平成 24 年３月 31 日現在） 

 

種類 

貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの 

その他 213,795 213,800 △4

 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券 

 貸借対照表計上額（百万円）

その他 

 非上場外国株式 

 非上場国内証券 

 非上場外国証券 

14,958

180

4,926

  これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ

とから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

 

（税効果会計関係） 

当公庫は、法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）第２条第５号の公共法人であり、法人税を納

める義務がないため、税効果会計は適用しておりません。 

 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当公庫は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設けており 

ます。 
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２．退職給付債務に関する事項 

 当事業年度末（百万円） 

退職給付債務  (A) 

年金資産  (B) 

未積立退職給付債務 (C)＝(A)＋(B) 

未認識過去勤務債務   (D) 

未認識数理計算上の差異 (E) 

貸借対照表計上額純額 (F)＝(C)＋(D)＋(E) 

前払年金費用  (G) 

退職給付引当金  (H)＝(F)－(G) 

△17,310

4,163

△13,147

73

592

△12,481

－

△12,481

 

３．退職給付費用に関する事項 

 当事業年度（百万円） 

勤務費用 

利息費用 

期待運用収益 

過去勤務債務の費用処理額 

数理計算上の差異の費用処理額 

その他（臨時に支払った割増退職金等） 

退職給付費用 

540

339

△82

8

83

－

888

（注）厚生年金基金に対する従業員拠出額は「勤務費用」より控除しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当事業年度 

（１）割引率 2.0％ 

（２）期待運用収益率 2.0％ 

（３）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

（４）過去勤務債務の額の処理年数 10 年（その発生年度における従業員の平均

残存勤務期間内の一定年数による定額法に

基づき損益処理することとしております。）

（５）数理計算上の差異の処理年数 10 年（各発生年度における従業員の平均残

存勤務期間内の一定年数による定額法に基

づき按分した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から損益処理することとしております。）
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（持分法損益等関係） 

関連会社に対する投資の金額       50,248 百万円 

持分法を適用した場合の投資の金額 50,248 百万円 

持分法を適用した場合の投資利益の金額 ありません。 

 

（関連当事者との取引関係） 

 親会社及び法人主要株主等 

（単位：百万円） 

種 類 
会社等

の名称 

議決権等の

所有 

（被所有）

割合 

関連当事

者との 

関係 

取引の 

内容 
取引金額 科 目 期末残高 

増資の引

受 

（注１） 

200,000 － －主要株主 

 

財 務 省

（ 財 務

大 臣） 

 

被所有 

直接 100％ 

 

政策金融

行政 

 

資金の受

入 

（注２） 

431,423

    借入金の

返済 

657,191

借入金 

 

 

5,255,489

    借入金利

息の支払 

56,117 未払費用 14,091

    社債への

被保証 

（注３） 

1,688,752 － －

 

（注）１．増資の引受は、当公庫が行った株主割当増資を１株につき１円で引き受けたもので 

あります。 

２．資金の受入は、財政融資資金の借入等であり、財政融資資金借入は財政融資資金貸    

付金利が適用されております。 

３．社債への被保証については、保証料の支払はありません。 

４．取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 
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（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額   1 円 77 銭 

 １株当たりの当期純利益金額 0円 4銭 

（重要な後発事象） 

株式会社国際協力銀行法（以下、「新 JBIC 法」という。）に基づき、平成 24 年 4 月 1 日に

株式会社国際協力銀行（以下、「新 JBIC」という。）が成立し、同日付で、当公庫の国際協力

銀行業務及び駐留軍再編促進金融業務が新 JBIC に移管されております。 

  新 JBIC の設立に伴う株式は、新 JBIC 法に従い当公庫が引き受け、当該株式は新 JBIC の成

立時（平成 24 年 4 月 1 日）に当公庫から政府に無償譲渡されております。また同日付で、

新 JBIC 法に従い、当公庫の資産及び負債から国際協力銀行業務及び駐留軍再編促進金融業

務に係る資産及び負債が新 JBIC に承継されております。承継される資産及び負債の価額は、

新 JBIC 法上、評価委員が評価した価額によるものとされています。また、新 JBIC の成立日

以降、国際協力銀行業務及び駐留軍再編促進金融業務に係る損益が当公庫の損益として計上

されないことになります。 
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